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高浜市保育標準時間保育料月額表                 
令和元年１０月分より適用 

階層 

区分 
認  定  区  分 

保 育 料 月 額 （ 単 位：円 ） 負担軽減 

０･１･２歳児 ３・４・５歳児 
母子世帯等、在宅障害児（者）のいる

世帯 
左記に該当しない世帯 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び児童福祉

法に規定する里親及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の促進に関する法律による支援給付受給世帯 

０ ０ 

Ｂ階層、Ｃ階層、Ｄ１－１階層、  Ｄ

１－２階層、Ｄ２階層、Ｄ３－１階層

の場合（注２） 

年齢制限なし 

１人目の児童は１０／１０ 

２人目以降の児童は無料 

Ｂ階層の場合 

年齢制限なし 

１人目は１０／１０ 

２人目以降の児童は無料 

 
Ｂ 

Ａ階層を除き、

当年度分の市

民税所得割額

の区分が次の

区分に該当す

る世帯 

市町村民税非課税世帯 
０ 

（   ０） 

０ 

（   ０） 

Ｃ 
市町村民税均等割課税世帯 

４８，６００円未満 

８，５００ 

（３，７５０） 

０ 

（   ０） 

Ｃ階層、Ｄ１－１階層の場合 

年齢制限なし 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ１－１  ４８，６００円以上 ５７，７００円未満 
１１，３００ 

（４，８００） 

０ 

（   ０） 

Ｄ１－２  ５７，７００円以上 ６１，０００円未満 
１１，３００ 

（４，８００） 

０ 

（   ０） 

Ｄ１－２階層からＤ８階層の場合 

２人以上の就学前児童が保育園、幼

稚園又は認定こども園のほか下記

（注１）の施設に入所又は利用して

いる場合 

就学前児童のうち 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ２ ６１，０００円以上 ７２，０００円未満  
１４，２００ 

（５，４００） 

０ 

（   ０） 

Ｄ３－１ ７２，０００円以上 ７７，１０１円未満  
２１，２００ 

（５，８５０） 

０ 

（   ０） 

Ｄ３－２ ７７，１０１円以上１１０，０００円未満  ２１，２００ ０ 
Ｄ３－２階層からＤ８階層の場合 

２人以上の就学前児童が保育園、幼稚

園又は認定こども園のほか下記（注

１）の施設に入所又は利用している場

合 

就学前児童のうち 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ４ １１０，０００円以上１４１，０００円未満  ２９，８００ ０ 

Ｄ５ １４１，０００円以上１６５，０００円未満 ３７，４００ ０ 

Ｄ６ １６５，０００円以上２００，０００円未満 ４３，８００ ０ 

Ｄ７ ２００，０００円以上３４０，０００円未満 ４５，８００ ０ 

Ｄ８ ３４０，０００円以上 ４８，８００ ０ 

（注１） ２人以上の就学前児童が幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園通所部に通い、在学し、若しくは在籍する場合。家庭的保育事業等による保育を受ける場合。

児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける場合 

（注２） 母子世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯で、Ｂ階層、Ｃ階層、Ｄ１－１階層、Ｄ１－２階層、Ｄ２階層またはＤ３－１階層の場合は、（ ）の保育料となります。 

（注３） 満１８歳未満の児童を３人以上養育及び監護している場合で、満１８歳未満の児童のうち順次に数えて３人目以降の３歳未満児の保育料は無料になります。 

（注４） 延長保育を利用する場合は、保育料（月額）各１，３００円が別途必要になります。 ただし、保育料月額表のＡ階層またはＢ階層の世帯は不要です。 

（注５） この表のＢ階層、Ｃ階層、Ｄ１－１階層～Ｄ８階層における「当年度分」については、４月から８月までは、「前年度分」と読み替えるものとする。 

（注６） 保育料を算定する時の市民税所得割額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除は適用されません。この場合は実際の市民税所得割額と異なります。 

（注７） この表の市民税所得割額の額は、保護者等が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、高浜市に住所を有するものとみなし計算します。 

 

 高浜市保育短時間保育料月額表                 

階層 

区分 
認  定  区  分 

保 育 料 月 額 （ 単 位：円 ） 負担軽減 

０・１・２歳児 ３・４・５歳児 
母子世帯等、在宅障害児（者）のいる

世帯 
左記に該当しない世帯 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び児童福祉

法に規定する里親及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の促進に関する法律による支援給付受給世帯 

０ ０ 

Ｂ階層、Ｃ階層、Ｄ１－１階層，   Ｄ

１－２階層、Ｄ２階層、Ｄ３－１階層

の場合（注２） 

年齢制限なし 

１人目の児童は１０／１０ 

２人目以降の児童は無料 

 

 

 

Ｂ階層の場合 

年齢制限なし 

１人目は１０／１０ 

２人目以降の児童は無料 

 
Ｂ 

Ａ階層を除き、

当年度分の市

民税所得割額

の区分が次の

区分に該当す

る世帯 

市町村民税非課税世帯 
０ 

（   ０） 

０ 

（   ０） 

Ｃ 
市町村民税均等割課税世帯 

４８，６００円未満 

８，４００ 

（３，７００） 

０ 

（   ０） 

Ｃ階層、Ｄ１－１階層の場合 

年齢制限なし 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ１－１  ４８，６００円以上 ５７，７００円未満 
１１，１００ 

（４，７００） 

０ 

（   ０） 

Ｄ１－２  ５７，７００円以上 ６１，０００円未満 
１１，１００ 

（４，７００） 

０ 

（   ０） 
Ｄ１－２階層からＤ８階層の場合 

２人以上の就学前児童が保育園、幼

稚園又は認定こども園のほか下記

（注１）の施設に入所又は利用して

いる場合 

就学前児童のうち 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ２ ６１，０００円以上 ７２，０００円未満  
１４，０００ 

（５，３００） 

０ 

（   ０） 

Ｄ３－１ ７２，０００円以上 ７７，１０１円未満  
２０，９００ 

（５，７５０） 

０ 

（   ０） 

Ｄ３－２ ７７，１０１円以上１１０，０００円未満  ２０，９００ ０ 
Ｄ３－２階層からＤ８階層の場合 

２人以上の就学前児童が保育園、幼稚

園又は認定こども園のほか下記（注

１）の施設に入所又は利用している場

合 

就学前児童のうち 

１人目は１０／１０ 

２人目の児童は５／１０ 

３人目以降の児童は無料 

Ｄ４ １１０，０００円以上１４１，０００円未満  ２９，４００ ０ 

Ｄ５ １４１，０００円以上１６５，０００円未満 ３６，９００ ０ 

Ｄ６ １６５，０００円以上２００，０００円未満 ４３，２００ ０ 

Ｄ７ ２００，０００円以上３４０，０００円未満 ４５，２００ ０ 

Ｄ８ ３４０，０００円以上 ４８，２００ ０ 

※注１～７については、保育標準時間保育料と同様の取扱いです。 


